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平成１４年度事業計画

(1) 基本方針

本年度からの確定給付企業年金法の施行により、年金数理人の役割が厚生年金基金制度を

軸として確定給付企業年金を含む企業年金制度全般に関わるものとなり、各企業の実施する

企業年金の選択肢が拡大する。また、厚生年金基金制度において平成１５年度に導入される

総報酬制や免除保険料等の凍結解除に向けた対応などもあり、企業年金全体の状況が大きく

変化していくものと見込まれる。

また、デフレの進行からマイナス成長の継続が懸念される厳しい経済環境の中で、これま

でに増して企業年金の財政運営が重要な課題となっている。

このような変革期において、年金受給権の確保の観点から、年金財政の専門家としての年

金数理人に期待される役割は益々増大し、その責任は一層重くなっており、同時に年金数理

人の量と質の確保の必要性が高まっている。

これらの状況認識を踏まえ、自らの社会的・公共的使命を果たし、新たな発展の礎とすべ

く年金数理人の育成及び資質の向上を図るとともに、時宜に適した事業を着実に推進する。

(2) 事業計画

上記の基本方針のもと、定款第４条に規定されている事業を鋭意実施するが、特に次の事

業を重点的に推進する。

１ 企業年金等の財政に関する提言

・ 厚生年金基金制度に関して次期法改正に向けた提言

２ 確定給付企業年金法施行に関する事業

・ 確定給付企業年金や制度間移行にかかる実務基準の創設と実務基準全体の整備

・ キャッシュバランスプランや総報酬制等に対応した実務基準の策定

３ 教育・研修の充実

・ IAA シラバスを踏まえた実践的な教育･研修制度の検討･実施

・ 新実務基準の早期定着化のための会員研修の充実と高度化

４ 企業年金の普及・発展に向けた年金財政に関する啓発事業

・ 確定給付企業年金法の啓発活動

・ 大学院での年金数理コース講義の着実な実施と対象大学の拡大

・ 厚生年金基金連合会等の事業への協力

５ 調査研究の充実

・ 企業年金全般に関する調査研究の実施

・ 年金文献資料の収集

６ 広報活動の充実・推進

・ 会報･ニュース等による広報活動の充実
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・ ホームページの充実

・ 「詳解 新企業年金法重要テーマ解説（仮題）」（東洋経済）の発刊と戦略的な活用

・ メディアを通じた年金財政問題のわかりやすい解説の実施

・ その他対外的な PR 活動の強化

７ 国内外の年金関係機関との情報交換等

・ IAA 会議の討議への参加

・ IACA への参加や IAA 会員との情報交換

８ その他

・ 年金関係文献の表彰制度の創設の検討（若手研究者への研究助成としての活用も含

む。）



平成１４年度予算

収　支　予　算　書
(自平成14年4月1日　至平成15年3月31日)

(単位： 千円)

科　　　　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増　減　額 備　　考

Ⅰ　収入の部

１．会費等収入 48,460 49,200 △ 740 

入会金 500 500 0 

会費 正会員 38,360 39,600 △ 1,240 

準会員 7,600 7,100 500 

賛助会員 2,000 2,000 0 

２．事業収入 7,250 7,200 50 

研修会費 6,000 6,000 0 

講習会費 50 100 △ 50 

懇親会費 1,200 1,100 100  

  

３．雑収入 5 4 1 

受取利息 5 4 1 

雑収入  

当期収入合計　　 (A) 55,715 56,404 △ 689 

前期繰越収支差額 18,460 9,742 8,718  

収入合計　　　　 (B) 74,175 66,146 8,029 

Ⅱ　支出の部

１．事業費 40,700 41,200 △ 500 

総会費 4,000 4,500 △ 500 

研修会費 6,500 6,500 0 

講習会費 1,200 1,500 △ 300 

広報・出版費 14,000 12,500 1,500 大学院での講座運営費用

委員会等費 3,500 4,500 △ 1,000 

調査研究費 6,500 6,700 △ 200 

特別積立金支出 5,000 5,000 

 

２．管理費 13,800 13,950 △ 150 

事務所費 5,200 6,300 △ 1,100 

給料手当 4,200 4,200 0 

福利厚生費 100 100 0 

通信運搬費 600 900 △ 300 

消耗品費 1,200 1,850 △ 650 

賃借料雑費 2,500 600 1,900 事務管理システムの更新

  

３．予備費 800 800 0 

 

当期支出合計　　 (C) 55,300 55,950 △ 650 

当期収支差額　　 (A)－(C) 415 454 △ 39 
次期繰越収支差額 (B)－(C) 18,875 10,196 8,679 
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